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１１．報告事項 

 

報告第３号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第４号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

１２．提出議案 

 

議案第３号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第４号  農用地利用集積計画（案）の意見聴取について 

 

令和８年 第２回山ノ内町農業委員会総会議事録 

 １．総会の種類   定例 

 ２．開催の告示期日   令和８年２月５日 

 ３．開催通知の期日   令和８年２月５日 

 ４．招集期日   令和８年２月２５日 

 ５．招集場所   町文化センター ３階 ホール 

 ６．招集者   山ノ内町農業委員会会長 佐藤次雄 

 ７．開催時刻   午後 ４時００分 

 ８．議長氏名   佐藤次雄 

 ９．委員出欠席 議席 氏 名  議席 氏 名  

１ 小坂勇二 出 １２ 渡辺輝子 出 

２ 冨澤博文 出 １３ 小池俊治 出 

３ 関 正秀 出 １４ 小古井英雄 出 

４ 湯本幸作 出 １５ 白鳥金次 出 

５ 佐藤和彦 出 １６ 湯本 浩 出 

６ 藤浦忠広 欠 １７ 小林 貴 出 

７ 山口 剛 欠 １８ 望月美和子 出 

８ 齊藤蝶次郎 出 １９ 山本和幸 出 

９ 下田健志 出 ２０ 福井敏彦 出 

１０ 月岡徳一 出 ２１ 佐藤次雄 出 

１１ 栗林和仁 出    

１０．事務局出欠席 事務局長 金井哲也 出 

係  長 坂口俊明 出 

書  記 春原哲男 出 

書  記 市川 凌 出 

書  記 小林万里奈 出 

書  記 濱田 茜 出 
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１３．その他 

 

 令和７年度下半期農地流動化補助金について 

 令和７年度最適化活動の点検・評価について 

 

 

＜開会＞ 

会長代理 皆さんご苦労さまです。 

ただいまから令和８年第２回山ノ内町農業委員会定例総会を開会いたします。 

本日の欠席者ですが、藤浦委員と山口委員より欠席の連絡をいただいております。 

それでは、招集者挨拶として、佐藤会長から挨拶をお願いいたします。 

 

＜招集者挨拶＞ 

議 長  果樹の剪定作業等でお忙しい時期かと思いますが、ここ１０日ほどですか、寒暖の

差が激しい時期でございます。また、インフルエンザも流行しておりますので、体

には十分気をつけて作業等をしていただきたいと思います。 

今日もまた定例会ということで、議事進行にご協力をよろしくお願いいたします。 

 

会長代理 ありがとうございました。 

それでは、議事の進行を佐藤会長、よろしくお願いいたします。 

 

＜議事録署名委員の選任＞ 

議 長  それでは、４番の議事録署名委員の選任を行います。 

今回は、 

 ９ 番   下田健志 委員 

１０ 番   月岡徳一 委員 

です。よろしくお願いいたします。 

 

＜議事＞ 

議 長  それでは、５番の議事に入ります。 

（１）報告第３号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、事務局よ

り説明をお願いいたします。 

 

事務局  １ページをご覧ください。 

報告第３号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、今月は２件です。 

１件目、農地所有者は○○の○○○、相続者は○○○○、対象農地、大字寒沢字○

○○○○○○○他１４筆、現況地目、畑、現況面積１万６，５８６平米、農地のあ

っせん希望はございません。 

２件目、農地所有者は○○○の○○○○、相続者は○○○○、対象農地、大字夜間

瀬字○○○○○○○○、現況地目、畑、現況面積９９６平米、農地のあっせん希望

はございます。 

資料の１０ページをご覧ください。 

場所につきましては、○○○○○の西側にある農地となります。 

以上、報告します。 

 

議 長  ありがとうございます。 

ただいまの報告につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 
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では、ないようですので、先に進みます。 

（２）報告第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局より

説明をお願いいたします。 

 

事務局  資料２ページをお願いします。 

報告第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、今月１件です。 

１件目、所在地は大字佐野○○○○○○○他１筆、現況地目、いずれも田、合計面

積３,２４４平米、通知人、賃貸人は○○○の○○○○、賃借人は○○○の○○○

○、解約に至った理由ですが、賃借人の○○へ所有権移転するためとなっておりま

す。 

以上、報告します。 

 

議 長  ありがとうございます。 

ただいまの報告につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、先に進みます。 

（３）議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について、事務局より説明

をお願いいたします。 

 

事務局  資料３ページをお願いします。 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について、今月７件です。 

１件目、申請人、貸人は○○○の○○○○○、所有面積２万４，９５１平米、耕作

面積２万２，５６２平米、家族総数３、稼働人員３、借人は○○○の○○○○、所

有面積７，００６平米、耕作面積８,１５５平米、家族総数４、稼働人員２、申請

地は、大字夜間瀬字○○○○○、現況地目、畑、面積１，１４５平米、契約内容は

賃貸借で１０年の設定で、賃料は全体で１万円となります。 

理由ですけれども、貸人につきましては高齢のため、借人につきましてはブドウの

作付で経営規模の拡大となっております。 

位置図を１１ページ、公図を１２ページに載せております。 

場所につきましては、○○○○○○○○○○○○から約２１０メートルほど北東に

位置する農地となります。 

２件目、申請人、渡人は○○○の○○○○、所有面積１万１，７２２平米、耕作面

積１万２，４８４平米、家族総数１、稼働人員１、受人は１件目と同様、○○○の

○○○○、申請地は大字夜間瀬○○○○○○○○、現状地目は畑、面積７４８平米、

契約内容は売買で、価格は全体で１４万５，０００円となります。 

理由ですけれども、渡人につきましては高齢のため、受人につきましてはブドウの

作付で経営規模の拡大となっております。 

位置図と公図は先ほどと同じ１１ページと１２ページに載せております。 

場所につきましては、１件目の農地の南東に位置する農地となります。 

３件目、申請人、渡人は○○○の○○○○、所有面積８，０６２平米、耕作面積３，

３８０平米、家族総数２、稼働人員１、受人は○○の○○○○、所有面積、耕作面

積ともに３，４９８平米、家族総数２、稼働人員１、申請地は、大字佐野字○○○

○○○○○、現況地目、畑、面積８７９平米、契約内容は売買で、価格は全体で１

０万円となります。 

理由ですけれども、渡人につきましては高齢のため、受人につきましてはブドウの

作付で経営規模の拡大となっております。 

位置図を１３ページ、公図を１４ページに載せております。 

場所につきましては、象山公園から約４３メートルほど南に位置する農地となりま
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す。 

資料４ページをお願いします。 

４件目、申請人、貸人は○○の○○○○、所有面積、耕作面積ともに９，１２７平

米、家族総数２、稼働人員２、借人は○○の○○○○、所有面積５，１４９平米、

耕作面積２万７０４平米、家族総数５、稼働人員２、申請地は、大字佐野字○○○

○○○○他１筆、現況地目、畑と雑種地、合計面積３，２１０平米、契約内容は賃

貸借で、１０年の設定で、賃料は１０アール当たり８，４００円となります。 

理由ですけれども、貸人につきましては高齢のため、借人につきましてはプラムの

作付で経営規模の拡大となっております。 

位置図を１５ページ、公図を１６ページに載せております。 

場所につきましては、○○○○○○○○○から約３６６メートルほど北に位置する

農地２筆となります。 

５件目、６件目、申請人、渡人は○○○○○○○の○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○、所有面積５，０７６平米、耕作面積ゼロ、家族総数ゼロ、稼働人員ゼ

ロ、受人は○○の○○○○、○○の○○○○、所有面積、耕作面積、家族総数等は

資料のとおりです。申請地は、大字佐野字○○○○○、○○○○○○○○○、現況

地目、いずれも畑、合計面積１，５０９平米、契約内容は売買で、価格は字○○の

ほうが全体で１５万円、字○○のほうが全体で９万円となります。 

理由ですけれども、渡人につきましては財産清算手続のため、受人につきましては、

共に渡人の要望により相対で借り受けている農地を買受け、野菜を栽培するとなっ

ております。 

位置図を１７ページと１９ページ、公図を１８ページと２０ページに載せておりま

す。 

場所につきましては、○○○○○○○○○から約２３２メートルほど東に位置する

農地と○○○○○○から約２５８メートルほど北東に位置する農地の計２筆とな

ります。 

資料５ページをお願いします。 

７件目、申請人、渡人は、○○○の○○○○、所有面積３，４７２平米、耕作面積

２２８平米、家族総数２、稼働人員ゼロ、受人は○○○の○○○○、所有面積１万

２，１１４平米、耕作面積３万９，９２８平米、家族総数７、稼働人員４、申請地

は大字佐野字○○○○○○他１筆、現況地目、いずれも田、合計面積３，２４４平

米、契約内容は売買で、価格は全体で３０万円となります。 

理由ですけれども、渡人につきましては町外在住のため、受人につきましては借り

受けている農地を買い受け、リンゴの作付をするとなっております。 

位置図を２１ページ、公図を２２ページに載せております。 

場所につきましては、○○○○○○○○○から約２５０メートルほど北東に位置す

る農地２筆となります。 

以上につきまして、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件を全て満

たしていると考えます。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

それでは、３ページ、１番、２番につきまして、渡辺委員より補足説明をお願いい

たします。 

 

渡辺委員 １番ですが、○○○さんは、○○に住んでいる方ですが、貸したいと思っていまし

たら、今回、○○さんが近接してブドウの作付を行っていて、ここで整備してブド

ウを大きくしたいということで、大変一生懸命やっていただいていますので別に問
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題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

     ２番も、○○さん、高齢になられて、やはりここも荒れているということで、○○

さんが近くということで、両方合わせて整備して集積してブドウの栽培を続けたい

とのことです。こちらも大変一生懸命やっていますので、問題ないと思います。 

 

議 長  ありがとうございます。 

それでは、１番の案件につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

それでは、続きまして、２番の案件について、質問のある方、挙手願います。（な

し） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

それでは、３番の案件につきまして、補足説明を小古井委員よりお願いいたします。 

 

小古井委員 ○○○○さんは、○○さんが亡くなった後、○○○のほうでずっと○○○○○○

をしていたということですけれども、高齢になったということで、誰かやってくれ

る人がいないかと私が相談を受けまして、その場所の地続きで○○○○君が、畑を

買わないかという話をしたら、自分もブドウを増やしたいから、いいよということ

で話がまとまりました。問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

この３番の案件につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

それでは、４ページ、４番の案件につきまして、山本委員より補足説明をお願いい

たします。 

 

山本委員 ○○○○さんは、高齢で○○さんは勤め人をしていますので、何とか借りてくれる

人はいないかという相談を受けまして、○○○○さんの○○○が勤めを辞めて就農

するという話を聞いていたので相談したところ、引き受けますということで、○○

○○さんもたくさんやっていますし、○○さんもついて一緒にやっていますので、

問題ないと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

それでは、４番の案件につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

続きまして、５番の案件につきまして、湯本幸作委員より補足説明をお願いいたし

ます。 

 

湯本（幸）委員 ○○○○さんですが、この畑、○○○○○さんが生きているときに、その土

地を売ってくれないかと口約束みたいな形で進んでいたんですけれども、ここで正
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式に手続きすることになりました。別に問題ないと思いますけれども、よろしくお

願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

５番の案件につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

それでは、６番の案件と７番の案件、続いて小古井さんより補足説明をお願いいた

します。 

 

小古井委員 ６番の件ですけれども、○○○○○さんは兄弟、結婚もしていないので相続人が

いないということで、そうこうしているところで、○○○○○さんから○○○○さ

んが借りていた畑をそのまま買ってくれるという依頼がきたので、こういうことに

なったということでございました。 

○○○○さんは何の問題もないと思いますので、よろしくお願いします。 

     ７番の○○○○さんは○○○○君の家のすぐ近くに家があり、若いときから長野の

ほうに住んでいて、今昔の自宅を人に貸しているような状態で、こちらのほうには

いないというような状態で、前は○○君のほうに買ってくれというふうなことを言

ったということで、そのまま借りているということで、何の問題もないと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

それでは、４ページの６番の案件について、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

また、５ページ、７番の案件につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

それでは、（４）議案第４号 農用地利用集積計画（案）の意見聴取について、事

務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局  資料６ページをお願いします。 

議案第４号 農用地利用集積等促進計画（案）の意見聴取について。 

令和８年２月１６日付で農用地利用集積等促進計画（案）についての意見聴取の依

頼が山ノ内町長よりありましたので、協議をお願いします。 

資料７ページをご覧ください。 

今月は、新規設定が２件、利用権からの再設定が３件の計５件です。 

１件目、設定を受ける者、○○の○○○○、設定する者、○○○の○○○○、設定

する農地、大字夜間瀬字○○○○○○○○、現状地目、田、面積１，５２８平米、

利用権の種類は賃借権で、５年の設定で、水稲の作付を予定しています。賃料は、

全体で１万５，０００円の再設定となります。 

２件目、設定を受ける者、○の○○○○、設定する者、○○の○○○○、設定する

農地、大字佐野字○○○○○○○○、現状地目、畑、面積５，４４７平米、利用権

の種類は賃借権で、１０年の設定で、リンゴの作付を予定しています。賃料は、全
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体で５万円の再設定となります。 

３件目、設定を受ける者、○○○の○○○○、設定する者、○○○の○○○○、設

定する農地、大字佐野字○○○○他１筆、現状地目、いずれも畑、合計面積１,３

３３平米、利用権の種類はいずれも賃借権で、１０年の設定で、ブドウの作付を予

定しています。賃料は、全体で５万円の新規設定となります。 

４件目、設定を受ける者、○○の○○○○、設定する者、○○○の○○○○、設定

する農地、大字夜間瀬字○○○○○○○、現状地目、畑、面積７３７平米、利用権

の種類は賃借権で、１０年の設定で、リンゴの作付を予定しています。賃料は、全

体で１万円の新規設定となります。 

５件目、設定を受ける者、○○の○○○○、設定する者、○○の○○○○、設定す

る農地、大字佐野字○○○○○○○、現況地目、畑、面積３，７２１平米のうち１，

３００平米、利用権の種類は賃借権で、１０年の設定で、桃の作付を予定していま

す。賃料は、全体で１万５，０００円の再設定となります。 

以上につきまして協議をお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

それでは、１番の案件につきまして、佐藤委員より補足説明をお願いいたします。 

 

佐藤（和）委員 ○○さんですけれども、長年田んぼをやっておられまして、場所は○○○○

○○○の裏方、何枚か畑があるんですけれども、その一角を借りてやっておられま

す。ここで契約も切れて、続けてまた米づくりをやりたいということで、再設定で

すので問題がないと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

この１番の案件につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

それでは、２番の案件について、冨澤委員よりお願いいたします。 

 

冨澤委員 ○○○○さんなんですが、○○さんと２人で営農を頑張っていらっしゃって、○○

○○さんというのは○○○○さんの奥さんの実家に当たって、○○さんは病気をさ

れたり、高齢であったりして、前から○○さんにやってもらっているのを今回また

再設定ということで、問題はありませんので、よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

では、この２番の案件につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

それでは、３番の案件について、下田委員より補足説明をお願いいたします。 

 

下田委員 ○○○○さんですが、ここにもあるとおり、年齢は○○歳ということで、今回、○

○さんのブドウのほうを借りるということです。○○さんも高齢ということで、○

○さんにつきましてはもう何年前か、ブドウを真剣にやっていただいているような

ことも前回お話をしていましたし、何の問題もないと思っています。今回申請とい

うことでありますけれども、皆さんの承認をよろしくお願いいたします。 



- 8 - 

 

 

議 長  ありがとうございます。 

この３番の案件につきまして、質問のある方、挙手願います。 

 

齊藤委員 間違えました。 

 

議 長  それでは、ほかに質問のある方挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

それでは、４番の案件について、佐藤委員より補足説明をお願いいたします。 

 

佐藤（和）委員 ○○さんは、○○さんの別の畑を長年借りていまして、今回この案件の畑は

○○○○○○の向かい側でリンゴを作っておられたんですけれども、高齢のため、

ぜひこちらの畑も作ってくれと頼まれたそうです。○○さんは今まで○○さんの畑

をしっかり耕作されていたので、特に問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

４番の案件につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

５番の案件に入る前に、ご本人がいらっしゃいますので一旦退席をお願いいたしま

す。 

それでは、この５番の案件につきまして、湯本幸作委員よりお願いいたします。 

 

湯本（幸）委員 ○○○○さんですが、ここで借りていた畑がちょうど期間が切れて、また再

度借りるということなので、別に問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

この５番の案件につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

以上をもちまして議案のほう終了とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

会長代理 佐藤会長、議事進行、ありがとうございました。 

 

＜その他＞（１）令和７年度下半期農地流動化補助金について 

（２）令和７年度最適化活動の点検・評価について 

 

会長代理 以上をもちまして第２回の定例総会を閉会といたします。お疲れさまでした。 

 

 

閉会 午後４時 50分 
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